
 
 

 

島根県による土砂災害警戒区域等の指定手続きの 

不適切事案及び今後の対応について 

 

 このことについて、島根県が行った土砂災害警戒区域等の指定にあたり、法律に基づく

必要な手続きの一部が行われていなかったことが判明しました。その内容と今後の対応に

ついて、以下のとおり報告します。 
 
１．不適切事案と島根県の今後の対応について 

  複数の市町村境にまたがる土砂災害警戒区域等の指定にあたり、土砂災害防止法に定

める関係市町村長への意見聴取及び公示図書の送付手続きを一方の市町村長のみに行っ

ていた。 

  また、該当箇所のうち一部については、ハザードマップ作製に必要なデータを市町村

に提供していなかった。 

※別紙 島根県の記者発表資料参照 
 
２．想定される本市への影響 

(1) 該当地区への説明 

(2) 公示手続き 

(3) 防災ハザードマップの修正の検討 

※今後、島根県と協議を行い、具体的な対応を検討します。 
 

３．出雲市の該当箇所 

  隣接する他市の土砂災害警戒区域等の指定にあたり、本市に対して必要な手続きが行

われていなかったもの １１箇所（うち市ハザードマップ未掲載２箇所） 

県資

料№ 
事象 箇所 隣接する市 告示年月日 

市ハザード 

マップ未掲載 

11 地すべり 朝山（見々久町） 雲南市 H26.4.25  

12 地すべり 朝山（見々久町） 雲南市 H26.4.25  

13 急傾斜 朝山（見々久町） 雲南市 R3.9.14 ○ 

14 土石流 朝山（見々久町） 雲南市 R3.9.14  

15 地すべり 稗原（野尻町） 雲南市 H26.4.25  

16 地すべり 稗原（稗原町） 雲南市 H26.4.25  

17 地すべり 伊野（野郷町） 松江市 H26.5.30  

18 急傾斜 多伎（多伎町神原） 大田市 H31.3.31 ○ 

19 土石流 多伎（多伎町神原） 大田市 H31.3.31  

20 地すべり 多伎（多伎町口田儀） 大田市 H26.4.11  

21 土石流 多伎（多伎町神原） 大田市 H31.3.31  
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市防災ハザードマップ未掲載箇所 

 
県資料№13 朝山（見々久町） 

 
 
市防災ハザードマップ 
      【正】                【誤】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

追加 
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県資料№18 多伎（多伎町神原） 

 
 
市防災ハザードマップ 
      【正】                【誤】 
 
 
 
 
 
 
 

追加 
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